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民間事業者の参入拡大が期待される保育サービス市場 
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【図表1】保育所数の推移
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【図表2】保育所の種類
市場
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認可保育所 要
運営
費略
100%

9割超が
公的機
関(注1)

約2.4兆円
(注2)

24千
施設

225万
人

認可外保育施設
不要
(注3)

無し
(注4)

民間企
業等

数千億円
(注2)

7.5千
施設

19万人

(資料)厚労省HPを基に弊行作成

厚労省
助成 運営

(注1)自治体と社会福祉法人。民間企業は1%程度。

(注4)東京都の「東京都認証保育所」等自治体独自施策による認可外保育施設
等については一部助成あり。

(注2)認可保育所については一施設あたりの運営費約1億円とした際の推計
値、認可外保育施設については弊行推定値。
(注3)定員6人以上の施設については厚労省への届出が必要。

   
 女性の就業率上昇に伴って保育サービ

スへの需要が拡大するなか、政府は民間

事業者による参入を促進すべく2012年8
月に｢子ども・子育て関連３法｣を成立さ

せており(2015年に施行予定)、今後、一

段の市場拡大が期待されています。 
 
保育サービス市場の現状 

保育サービスとは、0歳から就学前ま

での子どもを預かって保育するサービス

を指し、日本では厚生労働省の認可を受

けて自治体等から運営費ほぼ全額の助成

を受ける認可保育所と、助成金無しない

し一部に止まる認可外保育施設の2種類

の施設で提供されています。もともとは

国が助成金を拡充しつつ運営者を公的機

関に限定して認可保育所の設置を進めて

きましたが、女性就業率の上昇等に伴っ

て保育ニーズが高まる一方、自治体の財

源不足等から需要を満たすだけの施設展

開は進まず、90年代後半から待機児童が

増加する状況となりました。そこで2000
年4月に財政負担軽減を目的に認可保育

所に株式会社の参入が認められたほか、

認可外保育施設として、東京都など待機

児童の多い自治体が独自基準で助成金を

支給する認証保育所や、大手企業・病院

等が女性従業者の確保を目的に運営する

事業所内保育所、等が開設されてきまし

た。しかしながら、認可外保育施設は助

成金が限定的で利用者負担が重いことも

あって普及は緩やかに止まり、現在でも

全施設の約9割を認可保育所が占めてい

るうえ、このうち民間への運営委託分は

約1%に止まります。この結果、足元でも

待機児童数は約2万人、潜在需要を含め

れば約80万人に上るとの厚労省試算もあ

るなど供給面のさらなる整備が課題とな

ってきました。 

 

｢子ども･子育て関連３法｣施行により期

待される効果 

こうした背景から12年8月に｢子ども・

子育て関連3法｣が成立し、認可保育所の

供給増と民間事業者へのさらなる市場開

放が期待されています。具体的には、①

本法では、ニーズに機動的に対応するた

めに、民間事業者からの運営受託申請に

ついて、自治体は一定条件の下に原則認

可するよう定められるほか、②新たな財

源として、消費増税による増収分のうち
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7,000億円見当が充当される見通しとさ

れています。これらは施設の拡充のほか、

保育士の増員や処遇改善に充てられる予

定で、政府では、法整備の効果として利

用児童数を現在対比約2割増加させるこ

とが可能と試算しています。 
これを受けて、すでに民間事業者では

事業機会の拡大を見越した動きが活発化

し始めています。施設運営の受託に当た

っては、保育の質向上への取り組みが自

治体に評価されると見られることから、

既存の保育サービス事業者では、①社内

研修やコンプライアンス体制の一段の強

化を図って保育士のレベルアップを進め

る、②海外の教育機関へ保育士を派遣し

て英会話指導等まで組み合わせたサービ

スを提供する、③セキュリティを強化し

た施設の整備や安全性高い給食の提供等

により利用者や自治体に安心・安全への

取り組みを積極的に打ち出す、等の動き

が具体化しています。 
加えて、保育分野へ新規参入を計画す

る事業者では、④まず認可外保育施設の

運営からスタートさせ、ノウハウを蓄積

したうえで認可保育所の受託を展望する、

⑤児童向け教育書籍等の出版業者が既存

の顧客網を活用出来る事業として参入を

検討する、等の事例も見られ、少子化が

進む子供向け市場における数少ない成長

分野として、需要取り込みを狙う動きも

見られるようになっています。 

 

民間事業者における今後の課題と方向性 

もっとも、保育サービスは、収入の多

くをあらかじめ定められた助成金に依存

するうえ、助成金の規模が自治体の負担

軽減のために縮小される可能性もありま

す。したがって施設の収益性を高めてい

くうえで適切なコストコントロールは不

可欠となりますが、総コストの過半を占

める保育士の人件費は、慢性的な人材不

足から今後の上昇が想定されるほか、サ

ービスレベルの引き上げを進めていく過

程で施設の投資額が増加する可能性も指

摘されています。 
このため保育サービス事業者にとって

は、①大学生・元保育士へのセミナー開

催等を通じた安定的な人材確保ルートの

整備や、②好立地・低コストでの施設展

開を実現させるための他分野業者との連

携、③｢保育｣に止まらず｢教育｣まで手掛

けることによる利用者単価の引き上げと

いった収入面での強化策、等を進めて業

績の安定性を高めていくことが求められ

ます。加えて、④比較的歴史の浅い業界

だけに、積極的な事業拡大を進めていく

過程では、外部人材の招聘等を行いつつ

社内の管理体制を整備していくこともポ

イントになると見られています。 
今後も政府は待機児童の解消に向けて

効率的な財源配分を続けると見られるな

か、事業者間の競合は従来以上に強まる

可能性があり、事業者各社は様々なアイ

デアを駆使してコスト抑制と質の向上を

両立させる施策を積極化すると見られま

す。こうした取り組みの巧拙は、今後の

業者間格差の拡大にも繋がると見られ、

各社の動向が大いに注目されるところで

す。(安田) 


